
宇和島市介護予防普及啓発事業（一般事業）実施業務仕様書

１ 業務内容

「宇和島市介護予防普及啓発事業実施要綱」（以下「要綱」という。）の規定に基づく業務と

する。

２ 事業実施対象者

宇和島市内に住所を有する 65 歳以上の者のうち、要介護認定を受けていない者。

３ 事業内容

この事業において実施するプログラムは、要綱第 4条に定める内容を実施するものとし、１

時間以上の構成とすること。またプログラム構成においては次の事項に留意するものとする。

（１）必須事業として、介護予防を目的とした宇和島市が作成した「うわじまガイヤ健康体

操」は必ず実施すること。

（２）選択事業として、介護予防、認知症予防等を目的としたプログラムに次の内容のいず

れかを取り入れること。

① 運動

② 口腔

③ 栄養

④ 閉じこもり予防

⑤ 認知症予防

⑥ うつ予防

（３）事業参加者の評価

機能向上を目的とした個人評価を行うことを原則必須とする。記録物については、市

が提示する（別紙 4）で評価すること。

①時期：参加者の初回参加時、最終評価（年度末）の 2回。

②方法：（別紙 4）介護予防アンケートの実施及び、体力測定 4種（ふくらはぎ周囲長、

握力、開眼片足立ち、いす立ち座り）の実施。なお、体力測定については、独自で項目

を追加することは妨げない。

③まとめ：年度末には、（別紙 3）総括表を提出すること。

（４）その他

① 週 1回以上の実施が可能となるプログラムにすること。

② 週 1回以上のプログラムの実施について、市は妨げないが、委託料は週 1回までと

する。

③ 「うわじまガイヤ健康体操」実施に伴う「ガイヤマイレージ制度」及び「RUCPOINT

（電子地域ポイント）」に係るポイント付与に関するとりまとめ業務を行うこと。

４ 従事者

事業実施者は、次に定める職員のうちいずれか 1名以上を従事させるものとする。

健康運動指導士、健康運動実践指導者、運動指導担当者、商業スポーツ施設指導者、スポーツ

プログラマー、その他市が介護予防事業実施にあたり適切と認める職種



５ 実施会場（※実施会場を入れる）

事業の実施にあたり、市内公民館を利用する場合、所定の手続きを行うことで会場使用料は

減免対象とする。なお公民館以外の公的施設の使用料減免については両者協議の上減免の可否

について決定する。

６ 定員

定員は 30名以内とする。事業者の判断により定員以上の受入を行うことについて市は妨げ

ないが、委託料は原則 30 名までとする。

７ 事前協議

事業実施者は、市とプログラム等について事前に協議を行うものとする。

８ 書類の作成及び保管

事業実施者は、事業の実施に当たって次の書類を整備し、利用者の把握及び事業状況の記録

を行うものとする。

（１）実施計画書（別紙 1）

（２）出席表（別紙 2）

（３）総括表（別紙 3）

（４）その他経過記録表等運営上必要な書類

上記に掲げる書類は、適切な保管に努めるとともに、作成日から 5年間保存し、保存期間経過

後、適切な方法により廃棄するものとする。

９ 個人情報

事業実施者は、事業の実施に伴い提供された個人情報及び事業を行うに当たり知り得た個人

に関する情報を他に漏らしてはならない。事業実施終了後においても同様とする。

10 安全管理

事業実施者は、必要な傷害保険に加入する（費用は委託料に含む。）ものとする。また、業務

の実施に当たっては、安全管理マニュアルを整備し事故などが起きないよう留意するとともに、

利用対象者の体調管理等を行うこと。

万が一、事故が発生した場合は、速やかに必要な処置を行い、事故発生時の状況や対応及び

改善策等を記載した報告書（様式は任意とする。）を市へ提出するものとする。

11 実施の流れ

事業実施者は、次のとおり事業を実施するものとする。

（１）参加者に関する情報の把握

市は、参加の申込みを受け付け、利用者名簿一覧を実施事業者に配付する。

（２）プログラムの実施

利用者の安全管理のためプログラム実施前に体調確認を行うものとする。

（３）評価の実施

参加者の事業開始前、最終の 2回、参加者の評価（別紙 4）を行う。

（４）市への報告



① 年度初めに実施計画書（別紙 1）を市に提出するものとする。

② 毎月 10日までに次の書類を市に提出するものとする。

ア 出席表（別紙 2）

イ 請求書

③ 全事業終了後（当該年度末）、総括表（別紙 3）を市長が指定する日までに市に提

出するものとする。

④ 参加者の事業開始前、最終の 2回の評価として、次の書類を市に提出するものと

する。

ア 介護予防アンケート（別紙 4）

12 再委託の禁止

この仕様書で示す業務を第三者に委託してはならない。

13 その他

（１）事業実施者は、事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものと

する。

ア 利用者の声を反映させ、サービスの質の向上に努めること。

イ 事業従事者を研修に参加させる等により、その資質の向上を図ること。

（２）期限内に書類の提出がなされない場合等不備がある場合は、市より「指示書」を出

し、「改善計画書」の提出を求めることがあるものとする。

（３）その他、この仕様書に定めることのほか必要な事項については、両者協議のうえ取

り決めるものとする。














